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中央区立区民館募集要項 

 

Ⅰ はじめに 

  中央区（以下「区」という。）では、中央区立区民館（１７館）の管理業務について、

公の施設の設置目的を損なうことなく、民間の持つノウハウや能力を活用することで多

様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応し、区民サービスの向上及び経費の縮

減を図ることを目的として、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項、中央区立区民館条例（昭和３２年１２月中央区条例第１８号。

以下「条例」という。）の規定により、施設の管理業務を行う指定管理者を公募します。 

なお、月島地域区民館の指定管理者は、豊海テニス場の指定管理者として指定されま

す。区民館単独での応募はできません。 

 

Ⅱ 施設の特徴 

  公共の利便に資するとともに区民福祉の向上を図ることを目的として設置している集

会施設です。地域住民のコミュニティ形成の場として、また、会議・講習会・サークル

の集いなど、それぞれの目的に応じて利用できるよう和室、洋室等を設けています。 

 

Ⅲ 募集の概要 

 １ 施設名称及び概要 

    別紙１のとおり 

 

 ２ 募集方法 

   京橋地域７館、日本橋地域５館、月島地域５館をそれぞれ一地域とし、地域別の募

集とします。同一事業者がすべての地域に応募することができます。また、一つの地

域のみの応募も可能です。 

 

 ３ 複数の地域に応募があった場合の措置 

   指定管理者の指定は地域ごとに異なる事業者とします。中央区区民部指定管理者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）の選定の結果、複数の地域で優先候補者に

なった場合は、申請の際の希望順位で地域を決定します。 

 

４ 指定期間 

   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで  ３年間  

  

５ 選定委員会の設置 

   指定管理者の選定については、選定委員会を設置し、審査基準に基づいて提案書類

等の審査を行います。 

 

６ 指定管理者の公募及び選定方法 
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     指定管理者の公募及び選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、選定委員会にお

いて指定管理者の候補者（以下「指定管理者候補者」という。）を選定します。応募

者多数の場合は、一次審査として運営方針や区民サービスの向上等についての考え方、

これまでの事業実績等の書類審査を行います。一次審査通過者には、二次審査として

プレゼンテーションを実施し、指定管理者の優先候補者及び各地域第３順位までの候

補者を選定します。 

また、応募者数によっては、一次審査及び二次審査を同日に行う場合もあります。 

なお、審査の結果、該当者なしとする場合があります。 

 

 ７ 第２順位、第３順位の候補者との交渉 

   優先候補者との協議が成立しない場合は、第２順位、第３順位の候補者と順次協議

を行います。 

 

 ８ 応募者が１団体のみの取扱い 

   応募者が１団体のみの場合は、選定委員会において指定管理者候補者として適当か

どうか総合的に判断し、適当と認められた場合は指定管理者候補者として選定します。 

 

 ９ 選考結果の通知 

   選考結果は、申請書類を提出した応募者全員に対して通知します。 

    

 10 指定管理者の指定 

   指定管理者の指定は、中央区議会（以下「区議会」という。）において、指定管理

者の議決を受けた後となります。 

 

 11 業務開始前の費用負担 

   指定の通知後、速やかに現在の指定管理者からの業務引継ぎに入っていただきます

が、令和３年３月３１日以前の業務引継ぎに要した経費は、全て指定管理者として選

定された団体の負担とします。 

   

12 管理運営の基本方針 

  (1) 公共の利便に資するとともに区民福祉の向上を図るという設置目的に基づき管理

運営を行うこと。 

  (2) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこと。 

  (3) 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

  (4) 予算の執行に当たっては、事業計画書及び収支計画書に基づき適正かつ効率的な

運営を行うこと。（「Ⅳ－５ 事業計画等」参照。） 

  (5) 施設等の適切かつ効率的な運営・維持管理を行い、経費の削減に努めること。 

 

 13 管理の基準 

  (1) 開館時間 
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    午前９時から午後９時まで 

    ただし、利用者から申し出があった場合は午後１０時まで延長する。 

  (2) 休館日 

    １月１日から１月３日まで及び１２月２９日から１２月３１日まで 

     その他区が必要と認める日 

  (3) 施設の利用の制限に関する事項 

    条例第６条第２項各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認をすることが 

できません。 

  (4) 施設の利用承認について 

     条例、中央区立区民館条例施行規則（昭和３９年３月中央区規則第１７号。以下「規

則」という。）等に基づいて行ってください。 

  (5) 環境への配慮及び省エネルギー対策について 

    管理業務を行うに当たり、「中央区環境マネジメントシステム」に従い、地球温

暖化対策推進員の配置をはじめ環境に配慮した取組を行うとともに、区施設の省エ

ネルギー対策を取りまとめた「中央区施設管理マニュアル」を活用の上、光熱水費

の縮減に努めてください。具体的な内容は別途協定で定めるものとします。 

  (6) 中央区個人情報の保護に関する条例の適用について 

      指定管理者は、中央区個人情報の保護に関する条例（平成９年９月中央区条例第

２８号）の適用を受けますので、施設の管理運営上知り得た個人情報を適切に保護

する必要があります。個人情報の適正な取扱いの具体的内容については、別途協定

で定めるものとします。 

   (7) 中央区行政手続条例の適用について 

    指定管理者は、中央区行政手続条例（平成８年６月中央区条例第１９号）上の「行

政庁」に含まれることから、利用の承認等は同条例の処理基準・審査基準等の定め

に従って行うことになります。 

  

14 業務の範囲 

   指定管理者の業務は以下のとおりです。具体的内容については、応募者説明会当日

以降に配布する仕様書を参照してください。なお、仕様書のサービス水準を確保する

ことができる場合は、「12 管理運営の基本方針」に基づき、業務実施に必要な職員

の人数や清掃等の回数、方法などについて、事業者が提案することができます。 

  (1) 施設の運営に関する業務 

   ア 施設の貸出しに係る業務 

     利用の受付、承認等に関すること。 

     ※ 空き室照会への対応等を含む。 

・受付業務には常時人員を配置し、利用者へのサービス提供に支障なく対応でき

る人員体制とすること。 

   イ 施設利用の相談・案内に係る業務 

         施設利用に当たっての相談業務、案内、付帯設備の操作に関すること。 

   ウ 施設使用料の徴収業務 
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     施設使用料を徴収し、中央区指定金融機関に払い込む業務 

   エ 公衆電話料金の集金、払込みに関する業務 

     公衆電話料金を集金し、中央区指定金融機関に払い込む業務 

     ※ 設置館（新富、八丁堀、明石町、新川、豊海） 

   オ 地域のコミュニティ活動を支援する拠点としての業務 

地域の行事の紹介やトイレの開放、町会活動や地域のサークル活動の支援 

カ 公共料金等の各種支払業務 

   キ その他 

   ※ 月島地域の区民館については、区民館業務の他に豊海テニス場の管理業務が含

まれます。 

  (2) 施設の管理に関する業務 

   ア 施設の保守管理業務（施設を維持していくための保守点検及び修繕） 

    ・建物に異常がないか日常的にチェックを行い、定期点検・法定点検を実施する

とともに、必要に応じ修繕等を施し、安全面及び衛生面において支障が生じな

いよう、また、美観を損なうことのないよう維持すること。 

   イ 施設で保有している付帯設備及び備品の維持管理業務 

    ・施設の設備について、日常点検、法定点検、定期点検等を行うとともに、必要

に応じ修理を行うなど、正常な状態を保つこと。 

    ・備品類については、備品整理簿を作成し、散逸・故障等がないか適正な管理を

行うこと。なお、区で購入した備品と指定管理者で購入した備品類については

区分けして整理し、区購入備品については管理状況を随時区に報告すること。 

   ウ 清掃に関する業務 

    ・施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

     ※ 各種保守点検、清掃等の業務は各区民館により異なります。詳細について

は「区民館別仕様書」を参照すること。 

   エ 警備・防災に関する業務 

    ・施設の秩序を維持し、事故、盗難、破損等及び火災などの災害発生を警戒・防

止し、財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るために、保安業務を適

切に行うこと。 

   オ 災害時の協力に関する業務 

    ・区の公務の一部を担う立場を自覚し、管理業務に支障が生じないよう最大限の

努力をするとともに、区の要請に応じて災害応急活動等に積極的に協力するこ

と。 

   カ 修繕料、委託料等の各種支払業務 

   キ 自家用電気工作物の保安管理に関する業務 

    ・自家用電気工作物の保安管理に関し、本施設の「みなし設置者」として電気事

業法（昭和３９年法律第１７０号）第３９条第１項に規定する義務を果たすこ

と。 

    ・電気事業法第４２条第１項に規定する保安規定を定め、主務大臣に届け出ると

ともに、同法第４３条第１項の規定に基づき電気主任技術者を選任し、主務大
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臣に届け出ること。 

     ※ 外部委託も可。 

ク その他施設の管理に必要な業務 

  (3) 内部管理に関する業務 

   ア 事業計画書及び収支計画書の作成 

    ・次年度の事業計画書及び収支計画書を毎年３月までに提出すること。なお、そ

の作成に当たっては、区と調整を図ること。 

   イ 実績報告書の作成 

・前月の実績報告書を翌月４日（休日の場合は翌開庁日）までに作成し区に提出

すること。 

・年間の実績報告書については、年度終了後速やかに作成し、区に提出すること。

ただし、修繕費等の指定管理料の精算に係る実績報告は、年度終了次第直ちに

行うこと。 

・統計の基礎資料（利用状況等の日報、月報、曜日別、時間別、利用者別、年報

等）を日常から整理し、区の要請に基づき提出できるよう準備すること。 

   ウ 区との連絡調整  

   エ 指定期間開始前の引継事務 

    ・指定管理者として指定された者は、指定期間開始前に管理業務が円滑かつ支障

なく遂行できるよう、現在の指定管理者と書面及び現場で引継ぎを行うこと。

また、これに要する費用は、すべて当該団体の負担とします。 

   オ 指定期間終了に当たっての引継事務 

    ・指定管理者は指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂

行できるよう適切に引継ぎを行うこと。 

   カ 緊急時対策、防犯、防災対策マニュアルの作成及び職員指導 

   キ 施設の管理運営全般のマニュアル作成 

     ク 職員に対しての運営管理に必要な研修の実施 

   ケ モニタリング及び自己評価の実施 

・業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関す

る意見を聴取し、定期的な自己評価を毎年実施すること。これらにより得られ

た評価は実績報告書に記載し、区に定期的に報告するとともに次年度の業務実

施において反映すること。 

なお、指定期間終了時においても、指定期間の最終年度に係る自己評価を区へ

提出すること。 

   コ 情報セキュリティの確保及び個人情報の保護 

   サ 環境への配慮 

・区の環境マネジメントシステムに従い、環境に配慮した活動等を行うこと。 

   シ その他内部管理に必要な業務 

  (4) 利用促進事業 

施設の認知度と利用率を向上させる事業を、各施設の利用状況に応じて適正な回

数と規模をもって実施すること。 
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  ※ 利用促進事業とは、施設の利用促進を目的として区が指定管理者に対し、企画

提案を求め、指定管理料の範囲内で実施する事業です。そのため、その収支に関

しては指定管理料の算出の基礎となる収支計画に含めていただきます。また、提

案のあった事業は、区と協議のうえ実施することとなり、内容等の変更を求める

場合や実施を認めない場合もあります。 

 

15 経費に関する事項 

  (1) 指定管理料の額 

    区が支払う指定管理料については、会計年度（４月１日～翌年３月３１日）ごと

に、選定時に提出された収支計画を基本に毎年見直すこととし、予算の範囲内で区

との協議により決定します。 

  (2) 指定管理料の支払い 

    会計年度ごとに指定管理者の請求に基づき、四半期ごとに分割して予算の範囲内

で支払います。支払時期や額、方法は年度協定で定めます。 

   (3) 指定管理料に含まれるもの 

    人件費、物件費［消耗品費、修繕費、光熱水費（一部区民館を除く。）、保険、

保守点検・維持管理に要する経費等］、事務費等施設の管理運営に必要な全てを含

むものとします。 

   ※ 事故、災害等の特別な場合を除き、原則として指定管理料の増額は行いません。 

  (4) 修繕費の取扱い 

    建物、設備、備品等に係る修繕については、指定管理料（修繕費分）の範囲内で

行うこととします。ただし、１件当たり５０万円を超える修繕については、区との

協議事項とします。なお、指定管理料（修繕費分）は概算払とし、当該年度終了後

に精算を行い、残金は速やかに区へ返納していただきます。 

    また、全ての修繕についての報告を定期的に提出していただきます。 

  (5) 施設賠償責任保険等の加入 

指定管理者は施設の管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り区又は利用者などの第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償することとな

ります。 

そのため、管理運営上の瑕疵に原因があって事故が発生した場合に対応する必要

があることから、指定管理者はリスクに応じた保険等（建物・家財賠償保険、第三者

賠償保険等）に加入していただきます。補償内容は下表に定める補償内容以上のもの

にすることを原則とします。 

   保険金額（保険金支払い限度額） 

   身体障害事故  １名につき１億円 

           １事故につき１０億円 

   財物損壊事故  １事故につき２，０００万円 

  (6) 施設使用料 

    本施設は、利用料金制を採用していませんので、施設の利用に際して利用者が負

担する使用料は、区の歳入になります。 
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  (7) 管理口座 

    指定管理業務に関する指定管理者の経費及び収入は、団体が他の事業等で利用す

る口座とは別の口座で管理してください。また、本業務の収入は区の指定金融機関

の指定口座に振り込んでいただきます。 

  (8) 指定管理料の返還 

    指定管理業務の不履行、指定の取消し等があった場合は、指定管理料の全部又は

一部を返還していただきます。 

(9) 区と指定管理者のリスク分担 

施設の管理運営において想定されるリスクについては、現地説明会以後に示すリ

スク管理及び責任分担表を原則とし、改めて基本協定で定めます。 

 

Ⅳ 公募に関する事項 

 １ 指定管理者の公募及び選定スケジュール 

・募集要項の配布            令和２年６月９日（火）～７月２０日（月） 

・説明会参加申込み受付     令和２年６月９日（火）～６月１５日（月） 

  ・応募者説明会            令和２年６月１９日（金） 

   ・申請書類等の配布        令和２年６月１９日（金）～７月２０日（月） 

・募集要項に関する質問書の受付  令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金） 

  ・申請の受付                    令和２年７月２１日（火）～７月３０日（木） 

・一次審査（書類審査）     令和２年８月下旬 

・一次審査の結果通知      令和２年９月上旬 

・二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）      令和２年９月下旬 

・選考結果の通知                令和２年１１月上旬 

・区議会の指定の議決      令和２年１１月下旬～１２月上旬 

・指定・不指定の通知      令和２年１２月下旬 

・協定の締結              令和３年３月 

 

 ２ 指定管理者の公募手続 

  (1) 募集要項の配布 

       募集要項を令和２年６月９日（火）～７月２０日（月）（土、日曜日は除く。）

に配布します。なお、郵便での配布は行いません。 

       配布場所：中央区区民部地域振興課区民施設係 

         中央区築地一丁目１番１号（区役所本庁舎７階） 

    配布時間：午前９時～午後５時 

    また、中央区ホームページ（https://www.city.chuo.lg.jp/ ） からもダウンロ

ードできます。 

  (2) 応募者説明会の開催 

    応募方法、応募書類、指定管理者の業務等についての説明会を開催します。１団

体２名までとし、申込書に記入の上、令和２年６月１５日(月)午後５時までに電

子メール、ＦＡＸのいずれかでお申し込みください。なお、電子メール及びＦＡ

https://www.city.chuo.lg.jp/
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Ｘの送信後、区への到着を電話でご確認ください。 

     開催日時：６月１９日（金） 午後１時３０分から 

        開催場所：豊海区民館 １階第３号室（洋室） 

         住所 中央区勝どき六丁目７番８号 

    ※ 申請書類、仕様書等については、説明会当日以降、配布します。また、管理

範囲等の詳細な図面については、地域振興課で閲覧できます。 

  (3) 募集要項に関する質問の受付 

    質問書については、説明会当日以降、配布します。質問は電子メール又はＦＡＸ

で受け付けます。また、質問に対する回答は、電子メール又はＦＡＸで行うととも

に、６月２９日（月）以降に準備が出来次第、中央区ホームページ上で公表します。 

受付期間：令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金） 

  (4) 申請の受付 

       申請の受付を令和２年７月２１日（火）～７月３０日（木）に行います。 

       受付場所：中央区区民部地域振興課区民施設係（区役所本庁舎７階） 

    受付時間：平日（月～金曜日） 午前９時～正午、午後１時～午後５時 

        ※ 申請書類は、持参してください。 

  (5) プレゼンテーションの実施 

    一次審査通過者には、二次審査として、応募内容や応募するに当たっての取組み

などを聴くプレゼンテーションを実施します。９月下旬を予定しており、実施方法

など詳細については別途通知します。 

    なお、二次審査の前に、応募者が現在管理運営している施設を視察させていただ

く場合がありますので、ご了承ください。 

  (6) 選考結果の通知 

    選考結果については、全応募団体宛てに文書で通知します。 

    選考結果の通知は、１１月上旬を予定しています。 

  (7) 指定管理者の指定手続 

    選定された団体については、法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案

を区議会に対して提案し、議決後に指定管理者として指定します。指定に当たって

は、指定団体へ文書で通知します。 

   (8) 選定結果の公表 

    選定結果については、後日、中央区ホームページへの掲載により公表します。 

  (9) 問い合わせ先 

    中央区区民部地域振興課区民施設係 

    ・電話 ０３（３５４６）５６２２ 

    ・FAX ０３（３５４６）２０９７ 

    ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tiiki_02@city.chuo.lg.jp 

 

 ３ 応募の資格 

  (1) 法人格を有する団体であること（ＮＰＯを含み、区内に事業所を有することは要

件としない。）。ただし、複数の団体により構成されるグループ応募の場合は、グ
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ループの代表団体が法人であること。また、グループ応募する場合は、応募時に共

同事業体を構成し、代表する団体（以下「代表団体」という。）を定めてください

（他の団体は、構成団体とする。）。 

  (2) 施設の管理運営を行う上で人的及び物的管理能力を有しており、次の全ての要件

を満たす者とします。 

   ア  役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

    イ  会社更生法及び民事再生法等による手続きをしている団体でないこと。 

   ウ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により区における一般競争入札等の参加を制限さ

れている者でないこと。 

   エ  法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けてから３年を経過

していること。 

   オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

      カ 直近１年間の法人税、消費税・地方消費税、法人事業税・地方法人特別税、法

人都道府県民税、法人市町村民税の滞納がないこと。 

   キ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、法第９２条の２、第１４２

条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触する

こととなる者がいないこと。 

  (3) 必要な資格 

     ア 甲種防火対象物の防火管理者の資格を有する技術者を雇用し従事させることが

できること（取得又は雇用見込みを含む。）。 

   イ 事業用建築物における廃棄物管理責任者（廃棄物管理責任者講習会を受講した

者）を雇用し従事させることができること（受講又は雇用見込みを含む。）。 

ウ 自家用電気工作物の保安管理業務を行う電気主任技術者を雇用していること（取

得又は雇用見込みを含む。）。なお、業務を外部委託する場合はこの限りではあり

ません。 

※ グループで応募する場合は、いずれかの構成団体が雇用等を行うこと。 

  (4) 複数応募の禁止 

   ア 単独で応募した法人は、グループ応募の構成員になれません。 

   イ グループの構成団体は、２以上のグループの構成団体となることはできません。 

 

 ４ 申請書類 

    申請時に次の書類を提出してください。なお、提出書類の規格は、原則Ａ４判タテ

とします。 

  (1) 申請書（第７号様式）  ２部（正本１部、副本１部） 

   ※ 地域ごとに提出してください。 

       グループ応募の場合、グループ応募構成書を提出してください。その際、代表団

体への委任状を添付してください。また、グループ応募の場合は、構成団体ごとに

アからコまで提出してください（申請書類については、様式集を参照。）。 
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    【添付資料】 

   ア 法人の登記事項証明書 

      イ 印鑑証明書（発行から３か月以内のもの） 

      ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

   エ 会社概要等、法人の活動内容等を記した書類（会社案内パンフレットで可） 

   オ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書 

   カ 人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマ

ー、アルバイト）。なお、非常勤従業員数は８時間で一人と換算。） 

   キ 直近１年間の法人税、消費税・地方消費税、法人事業税・地方法人特別税、法

人都道府県民税、法人市町村民税の各納税証明書 

   ク 経営規模等総括表 

      ケ 業務実績書 

     公の施設及び民間の施設で管理運営業務の実績がある場合は、業種別に受託期

間、業務内容、施設規模等を記入してください。また、グループを構成する場合、

各団体の業務実績がある場合はそれを含めて示してください。 

   コ 過去３か年における決算書及び確定申告書（別表・付属明細を含む。）の写し。 

ただし、税務署の受付印のあるもの。 

    ※ 決算後３か月以上経過している場合は、決算翌月から最近までの試算表が必 

要です。 

  (2) 事業計画書（正本１部・副本１０部、ただし、月島地域区民館については、副本 

１５部） 

    「Ⅳ―５ 事業計画等」に沿って作成してください。 

    【注意事項】 

    ・副本は、選定資料として使用するため、団体名の表記及び団体が特定できる記

述はしないでください（必要に応じ、該当部分を黒く塗りつぶす等の処理をする

こと。）。 

    ・各事業計画書はＡ４判で作成し、左綴じで製本してください。 

    ・フォントサイズは１２ポイントで記載してください。 

  (3) 事業計画書（概要版） 

    事業計画書とは別に「Ⅳ―５ 事業計画等」に示す項目ごとに１５０字以内で要約

を作成し、電子メール（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tiiki_02@city.chuo.lg.jp)で提出してください。 

    【注意事項】 

    ・団体名の表記及び団体が特定できる記述はしないでください。 

  (4) 複数の地域で優先候補者になった場合の意向調査票 

指定管理者の指定は地域ごとに異なる事業者とします。選定委員会の選定の結果、

複数の地域で優先候補者になった場合は、申請の際の希望順位で地域を決定します。

複数の地域に応募する場合は、希望順位を記入し提出してください。 

 

５ 事業計画等 

   事業計画書には、区民館の機能をより効果的に発揮するため、以下の項目ごとに考
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え方を示してください。 

    (1) 区民館の運営方針 

   ア 管理運営業務を行っていく上での基本方針 

イ 省資源・省エネなど環境負荷低減への対応策について 

ウ 個人情報の保護及び情報管理に対する対応について 

  (2) 利用者サービス及び利用率の向上 

   ア 利用者に対し、公平性を確保するための対応策及び苦情処理の対応策について 

   イ 利用者ニーズの把握及びそれに対する対応策について 

   ウ 利用者サービス向上に向けた人材育成計画や職員の研修計画について 

   エ 利用率の向上を図る上での考え方 

     施設の利用件数、稼働率について、指定期間中の目標値を設定するとともに、

その考え方を示してください。また、目標を実現するために、どのような取組み

を行うのか示してください。 

    【参考 過去の利用実績】  

    京橋地域（７館）  日本橋地域（５館）   月島地域（５館）  

 年 度 利用件数 利 用 率 利用件数 利 用 率 利用件数 利 用 率  

 Ｈ２７ 28,127件 62.0％ 19,332件 63.9％ 14,893件 57.5％  

 Ｈ２８ 27,697件 61.2％ 18,777件 62.3％ 14,577件 56.4％  

 Ｈ２９ 27,729件 61.3％ 18,173件 60.3％ 14,310件 55.4％  

 Ｈ３０ 27,888件 61.7％ 18,523件 61.4％ 13,628件 52.7％  

 Ｒ１ 26,780件 59.0％ 18,243件 60.3％ 13,594件 52.4％  

※ 館別利用件数、利用率は説明会以後お渡しします。 

オ 区では、区民館を地域のコミュニティ活動を支援する拠点と考えています。こ

の活動を支援し活性化させるような提案（利用促進事業を含む。）があれば示し

てください。 

  (3) 施設の運営体制及び組織 

   ア 人員配置について 

     区民館を管理運営する組織図及び職員配置について示してください。 

    ・組織図に、現地施設以外の本社等の部門を記載する場合は、現地と分けて記載 

してください。 

※ 委託を予定している部門は、その旨を組織図の中で示してください。 

・職員配置は、各職員の雇用形態と勤務体制も記載してください。 

【雇用形態】正規、非正規（契約社員、派遣、アルバイトなどの内訳も記載） 

【勤務体制】勤務時間（平常及び延長時）、休日設定など 

・その他の記載事項 

労働法令等の遵守、適正な雇用・労働条件の確保及び労働環境の整備に関する

考え方など 

予定している責任者の経験及び実績、組織・部門の特色など 

区内在住者等の雇用についての考え方など 

    イ 危機管理について 
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衛生管理、事故・災害その他緊急時の避難誘導、連絡体制、職員の教育等の危

機管理体制及び地震や火災などの大規模災害時の利用者等への対応について具体

的に示してください。 

ウ 施設の維持管理について 

     施設の保守管理及び清掃業務等の維持管理業務について、考え方を示してくだ

さい。また、外部に委託する場合は、それらの業務の内容及び委託先選定方法等

を含めた外部委託の考え方も示してください。 

  (4) 実績及び経験等 

     施設の維持管理についての運営実績の有無及び経験年数を記載してください。

また、実績がある場合は、施設名を記載してください。 

  (5) 運営経費及び収支計画 

ア 経費縮減及び収入増を図っていく上での提案について 

   イ 収支計画について 

     年度ごとに収支計画を作成してください。収支計画の中で、区から支払われる

指定管理料については明確に示しておいてください。 

    ［収入として見込まれるもの］ 

     ・◎区からの指定管理料（施設修繕費を含む。） 

     ・◎利用促進事業収入（実費程度の参加費） 

    ［支出として見込まれるもの］ 

     ・◎人件費（定期昇給やベースアップなどを見込むこと。） 

・管理用消耗品費 

・印刷製本費 

・◎光熱水費 

・役務費 

・通信費 

・賃料、リース料 

・日常清掃費 

・特別清掃費 

・◎施設保守・維持管理費（毎年実施でない保守業務なども見込むこと。） 

・施設修繕費（区からの指定管理料での執行分） 

・研修費 

・交通費 

・◎利用促進事業実施経費 

・◎諸経費（一般管理費など本社等の経費負担分及び利益分に限る。） 

・その他 

   ※ 収支計画記入上の注意 

    ・上記の各事項については例示です。出来るだけ詳細な区分により記入してくだ

さい。 

また、金額は全て提案時の税込額で記載してください。 

・◎の付いた区分は、その区分で金額がわかるようにしてください。 
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・区から支払われる年間の指定管理料は、指定期間中の各年度の見込み額を算出

してください。なお、令和２年度の指定管理料は、およそ以下のとおりですので

提案額算出の際に参考としてください。 

京橋地域  年９６，９４３，０００円（修繕費４，１１９，０００円含む。） 

     日本橋地域 年６９，７２１，０００円（修繕費４，７９０，０００円含む。） 

     月島地域  年７７，０６９，０００円（修繕費２，９３８，０００円含む。） 

※ 京橋地域の八丁堀区民館では指定管理期間中（令和３年４月～令和６年３月）

に区民館等複合施設再整備に伴う既存建物解体・本体建設工事が予定されていま

す。この期間は休館となるため、八丁堀区民館の業務に係る指定管理料の支払い

はありませんので、工事期間を考慮した経費の算定も併せて提案してください。

（開館は概ね６ヶ月間） 

 

６ 申請に際しての留意事項 

  (1) 重複申請の禁止 

    同一地域の申請については、応募１団体（グループ）につき１申請とします（単

独で応募した団体が他のグループの構成団体となることや、グループ構成団体が、

２以上のグループの応募構成団体になることはできません。）。 

  (2) 申請内容変更の禁止 

       提出された書類の内容を変更することはできません（軽易なものを除く。）。 

   (3) 虚偽の記載をした場合の取扱い 

    申請書類に虚偽又は不正があった場合は、申請は無効とします。 

  (4) 申請書類の取扱い 

    申請書類は、選定された団体以外の事業計画書は返却します。後日引取りにきて

いただきます。 

  (5) 費用負担 

    申請に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

  (6) 追加書類の提出 

    区が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

  (7) 提供書類の目的外使用禁止 

    区が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 

  (8) 申請書類の著作権等 

    応募者から提出された申請書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、指定

管理者に選定された申請書類の著作権については、区が指定管理者制度導入による

施設の管理運営内容の公表その他必要と認める場合に、その一部又は全部を無償で

使用できるものとします。 

 

 ７ 審査及び選定に関する事項 

   指定管理者の審査は、選定委員会により行います。提出された提案内容等について、

以下の採点項目(1)～(6)を点数化し、その総合得点に(7)の評価を加味して、審査選定

をします。 
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   (1) 区民館の運営方針 

  (2) 利用者サービス及び利用率の向上 

  (3) 施設の運営体制及び組織 

  (4) 実績及び経験等 

  (5) 運営経費及び収支計画 

  (6) プレゼンテーション 

  (7) 事業者の財務状況 

                 

 ８ 協定の締結 

  (1) 協定の締結 

    選定委員会の選定により決定した候補事業者を指定の議決後に指定管理者として

指定するとともに、協定を締結する予定です。なお、協定の発効は令和３年４月１

日とします。 

  (2) 協定内容 

   【指定期間共通事項】 

   以下に関する事項 

    基本協定の目的 

    協定期間 

    管理業務（行政処分等の権限を含む業務の範囲） 

    年度協定の締結 

    管理業務費（指定管理料）の経理（区が支払うべき管理費用に関する事項を含む。） 

    使用料の扱いを含む金銭収受の条件 

    事業計画 

    事業報告 

    職員の配置 

    職員の勤務条件等における法令遵守 

    秘密の保持及び個人情報の保護 

    情報公開 

    情報セキュリティの確保（中央区情報セキュリティポリシーの遵守等） 

    環境への配慮（中央区環境マネジメントシステムの遵守等） 

    緊急時（災害・事故等）への対応 

    暴力団排除 

    障害者差別解消法の遵守 

    指定の取消し及び管理業務の停止 

    管理業務の引継ぎ及び原状回復義務 

    リスク分担 

    賠償責任 

    修繕費及び工事費 

    指定管理者が管理業務を行うに当たって購入する物品の所有権の帰属等に関する

事項 
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    サービスの向上 

    モニタリング及び評価 

    指導及び助言 

    立入検査（実地調査） 

    再委託の禁止 

    中央区行政手続条例（平成８年６月中央区条例第１９号）の適用に関する事項 

    協議 

    その他、必要な事項 

   【年度別協定事項】 

   以下に関する事項 

    年度協定の目的 

    協定期間 

    管理業務 

    指定管理料 

    事業報告 

    協議 

    その他、必要な事項 

 

 ９ 業務を遂行する上での法令遵守事項 

  (1) 中央区立区民館条例、同条例施行規則 

  (2) 中央区個人情報の保護に関する条例、同条例施行規則 

  (3) 中央区情報公開条例、同条例施行規則 

  (4) 中央区行政手続条例、同条例施行規則 

   (5) 地方自治法 

  (6) 行政不服審査法 

  (7) 労働基準法 

  (8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

  (9) 中央区暴力団排除条例 

その他関連する法規がある場合は、それらを遵守しなければなりません。 

 

 10 事業の継続が困難となった場合の措置等 

  (1) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合の措置 

    区は、指定管理者の指定取消し等の措置をとることとします。この場合、区に生

じた損害は、指定管理者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑か

つ支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるように、引継ぎを行うものとします。 

   (2) その他の事由により事業の継続が困難になった場合の措置 

    災害その他の不可抗力等、区及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事

由により業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものと

します。 

    なお、一定期間内に協議が整わない場合、区は、指定管理者の指定の取消しを行
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うことができるものとします。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施設の

管理運営業務を遂行できるように、引継ぎを行うものとします。 

  (3) 協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めがない事項が生じた場合の措

   置 

       区と指定管理者は、誠意を持って協議するものとします。 

      

 11 第三者への業務委託等 

   指定管理者は、指定管理業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負

わせることはできません。 

ただし、清掃、警備及び設備の保守点検など個々具体的な業務を委託する場合で、

事前に区に協議し、承諾を得たときはこの限りではありません。その場合、区への契

約書の写し等の契約内容及び契約金額がわかる書類を提出していただきます。 

 

 12 その他 

  (1) 指定管理者指定までの取扱いについて 

    区議会の議決を得るまでに指定管理者に指定することが著しく不適当と認められ

る事情が生じたときは、指定管理者に指定しないことがあります。 

    なお、区議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、施設

に関する業務及び管理の準備のために支出した費用については、一切補償しません。 

    また、指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために区が行う指示に従わない

とき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき

は、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の

停止を命ずることがあります。 

    (2) 区及び関係団体との協力について 

    本施設設置者である区の施策を理解の上、区等の実施する各種事業に対して協力

する必要があります。 

(3) 区が定める基準の取扱いについて 

    区が別に定める基準により、使用料の減免を行う場合や、使用許可申請受付期間

前でも使用許可を行う場合があります。いずれも、区の示す基準に則って手続きを

行っていただきます。 

(4) 条例で定めている業務以外で使用する場合の取扱い（行政財産使用許可） 

    事業者の提案により施設を目的外に使用する場合は、行政財産使用許可申請書を

提出し、許可を受ける必要があります。 

  (5) 工事等に伴う休館について 

改築・改修工事等で休館が必要な場合は、指定管理料は支払いません。ただし、

特に事情がある場合は別途協議します。 

  (6) 公共施設予約システムの運用に関する業務 

    区民館の利用申込等については、公共施設予約システムが稼動していますので、

それに従って事務処理してください。また、利用者から操作の問合せがあった場合

は適切な説明を行っていただきます。なお、システムの運用については区が行いま
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す。 

  (7) 備品について 

区が所有する備品等の物品は、区から指定管理者への貸与により使用していただ

きます。修理や故障による取替えの必要がある場合は、双方協議の上、決定します。

 なお、指定管理者が新たに備品を購入することもできますが、指定管理料から購入

したものは区の所有となります。指定管理者所有と区所有の区別がつくように備品

を管理してください。 

    (8) 施設利用予約の引継ぎ 

    現在の指定管理者が利用予約を受け付けたものについては、新たな指定管理者が

引継ぐことになります。 

(9) 区又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う管理運営業務について監

査を行うことがあります。 

(10) 光熱水費の支払いについては、各事業者からの請求書に基づき、令和３年４月請

求分から令和６年３月請求分までの料金を指定管理料の中から支払ってください。 

(11) 管理運営業務を行う上で、消費税、印紙税、事業所税等が課税される場合があり

ます。詳しくは、施設所在地の税務署等で確認してください。 


